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令和６年第２回上毛町議会定例会会議録 

（４日目） 

招集の場所  上毛町議会議場 

開閉会日時及び宣言 

令和６年６月１４日 午前１０時００分 

─────────────────────────────── 

○応招（不応招）議員及び出席並びに欠席議員 

出席議員（１２名） 

 １番 渡辺哲也  ２番 大石光一  ３番 髙西正人  ４番 岩花寛之 

 ５番 廣﨑誠治  ６番 宮本理一郎  ７番 宮崎昌宗  ８番 峯 新一 

 ９番 三田敏和 １０番 茂呂孝志 １１番 田中唯登志 １２番 荒牧弘敏 

欠席議員（０名） 

─────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の規定による説明のため出席した者の職氏名 

 副町長 永野英憲・ 教育長 道免 隆 ・会計管理者 円入忠義 

 総務課長 熊谷豊司・ 企画開発課長 末吉孝幸・ 税務課長 宮吉保男 

 住民課長 末廣匡史・ 長寿福祉課長 園田秀秋・ 子ども未来課長 末永浩一 

 産業振興課長 野添雄二・ 教務課長 村上英之・ 総務係長 出口智樹 

 

─────────────────────────────── 

○職務のため本会議に出席した者の職氏名 

 議会事務局長  山中秀之 

 議会事務局   中森博之 
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○議事日程 

令和６年第２回定例会議事日程（４日目） 

令和６年６月１４日 午前１０時００分 開議 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議案第３１号 工事請負契約の締結について（西吉富小学校トイレ改修

工事） 

日程第 ３ 議案第３２号 上毛町土地開発公社の解散について 

日程第 ４ 議案第３３号 上毛町条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第３４号 令和６年度上毛町一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ６ 議案第３５号 令和６年度上毛町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第 ７ 発議第 ２号 ＪＲ日豊本線「小倉駅～中津駅間」とＪＲ鹿児島本線「博

多駅～小倉駅間」の運行列車の連絡改善及び輸送力強化

に関する意見書（案） 

日程第 ８ 発議第 ３号 ＪＲ日豊本線「小倉駅～中津駅間」とＪＲ鹿児島本線「博

多駅～小倉駅間」の運行列車の連絡改善及び輸送力強化

に関する要望書（案） 

日程第 ９ 議会運営委員会の閉会中の継続審査・調査の申し出について 

日程第１０ 議会広報特別委員会の閉会中の継続審査・調査の申し出について 
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○ 会 議 の 経 過 （４日目） 

                           開議 午前１０時００分 

○議長（荒牧弘敏君）皆さん、おはようございます。定刻になりました。御起立をお願

いします。 

 一礼して御着席願います。礼。 

 ただいまの出席議員は全員で、定足数に達しています。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に運営資料を配付しておりますので、御確認ください。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１、諸般の報告を行います。 

 本日の会議では、６月４日の本会議で各常任委員会に審査を付託した議案について、

各委員長に審査状況の報告をお願いします。委員長の報告が終了後、報告に対する質

疑を行い、各委員長の審査状況の報告終了後、討論、採決を行います。 

 なお、各委員長の報告は委員会付託案件をまとめて報告していただきます。 

 各委員会の審査結果は、審査結果報告書として議長宛てに提出されておりますので、

運営資料の中に写しを添付しております。各委員長の審査状況の報告終了後の討論、

採決は日程の順に従って行いますので、御了承ください。 

 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明員としては、初日に配付した名簿に記載

された各氏の出席を認め、会議に出席していただいております。 

 これで諸般の報告を終わります。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）各常任委員長から委員会に付託した案件の審査状況の報告を受け

ます。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第２、議案第３１号、日程第６、議案第３５号、以上２件を

議題とします。 

 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 峯委員長。 

○文教厚生委員長（峯 新一君）皆さん、おはようございます。文教厚生常任委員会よ

り報告をいたします。 
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 当委員会は、６月１１日、議会中小会議室において、文教厚生常任委員６名と副町

長以下執行部の出席をもって、午前８時５０分開会、９時２１分に閉会しました。 

 当委員会に付託された案件は、町長から提出された契約案件１件、補正予算１件の

計２案件であります。 

 当委員会に付託された案件の審査を行い、次のとおり決定いたしましたので、会議

規則第４１条の規定に基づき報告いたします。 

 議案第３１号 工事請負契約の締結（西吉富小学校トイレ改修工事）について、ま

ず最初に教務課長の説明の後、質疑を行いました。 

 質疑の内容ですが、質疑。トイレの便器数が少ないのでは。 

 答弁。設計協議の段階で確認を行っています。 

 質疑。体育館のトイレ改修はしないのか。 

 答弁。今回の改修は校舎のトイレのみであります、等々です。 

 その後、反対、賛成討論なく、本案を採決した結果、原案のとおり全会一致で可決

しました。 

 次に、議案第３５号 令和６年度上毛町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

に移り、まず長寿福祉課長の説明の後、質疑を行いました。 

 質疑の内容ですが、質疑。マイナ保険証で受診している方が１割も満たない状況で

うまく移行できるのか。 

 答弁。国民健康保険及び後期高齢者医療については、切替え時にマイナ保険証のチ

ラシを同封したり、広報に掲載するなど周知を図っていきますなどです。 

 反対、賛成討論なく、本案を採決した結果、原案のとおり全会一致で可決しました。 

 以上で文教厚生常任委員会からの報告を終わります。 

○議長（荒牧弘敏君）委員長の報告は終わりました。 

 これから委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第３、議案第３２号、日程第４、議案第３３号、日程第７、

発議第２号、日程第８、発議第３号、以上４件を議題とします。 

 総務産業建設常任委員長の報告を求めます。 
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 三田委員長。 

○総務産業建設委員長（三田敏和君）皆さん、おはようございます。総務産業建設常任

委員会から報告をいたします。 

 当委員会は、６月１１日、議会中小会議室において、総務産業建設常任委員会６名

と副町長以下執行部の出席をもって、午前９時３０分開会、９時５０分に閉会されま

した。 

 当委員会に付託された案件は、町長から提出された条例改正等１件、その他１件の

２案件と、議員から提出された意見書等２件の合計４案件です。 

 当委員会に付託された案件の審査を行い、次のとおり決定いたしましたので、会議

規則第４１条の規定に基づき報告をいたします。 

 議案第３２号 上毛町土地開発公社の解散について。 

 最初に企画開発課長に説明を求めました。 

 上毛町土地開発公社においては、昭和５２年の設立以来、地域の秩序ある整備と町

民福祉の増進に寄与することを目的として、上毛町に代わって計画的な公共用地等の

取得、管理及び処分等を行ってきました。しかしながら、現在では町の特別会計でも

土地開発公社と同様の事業が行われている状況です。長年にわたって公社の役割を十

分果たしてきたものと判断し、５月２２日開催の公社理事会において、解散について

理事の同意が得られ、公有地の拡大の推進に関する法律第２２条第１項の規定に基づ

き、本定例会に解散についての議案を提出したものです。 

 今後の手続としては、本定例会の議決後、県知事への解散の認可申請、その後、清

算人による清算手続が行われ、来年１月までに全ての手続が終了する予定です。 

 質疑。理事会での解散承認されるまでの意見、議論等はどういうものがあったか。 

 答弁。公社の解散については、昨年から理事会で公社の解散について説明を行い、

今年の２月に、今年の５月ということで解散の同意が得られたとの説明でした。 

 質疑。この開発公社について、県から何か言われたことがあるのではないかという

ことで。 

 答弁。公社の解散については、国のほうからの施策も出ている。県のほうからも解

散ということで指導が出ていると聞いている。 

 討論。討論なし。 

 採決。全会一致。したがって、議案第３２号 上毛町土地開発公社の解散について、
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当委員会は全会一致で可決することに決しました。 

 議案第３３号 上毛町税条例の一部を改正する条例について。 

 最初に税務課長に説明を求めました。 

 地方税法の一部を改正するする法律が令和６年３月３０日に公布されたことに伴い、

これに準じて条例の一部を改正する必要があると。 

 まず、新たな公益信託制度の創設に伴い、町民税における寄附金税額控除の関係部

分の改正、そして、私立学校法の改正によって、固定資産税の非課税に関する規定の

改正を行っています。 

 質疑。質疑なし。 

 討論。討論なし。 

 採決。全会一致。したがって、議案第３３号 上毛町税条例の一部を改正する条例

について、当委員会は全会一致で可決することに決しました。 

 発議第２号 ＪＲ日豊本線「小倉駅～中津駅間」とＪＲ鹿児島本線「博多駅～小倉

駅間」の運行列車の連絡改善及び輸送力強化に関する意見書（案）と、発議第３号 

ＪＲ日豊本線「小倉駅～中津駅間」とＪＲ鹿児島本線「博多駅～小倉駅間」の運行列

車の連絡改善及び輸送力強化に関する要望書（案）については、関連があるので一括

して議題としました。 

 提出者の補足説明はありません。 

 質疑。通勤・通学の時間帯の増便を望んでいるということか、もっと具体的な説明

をしてほしい。 

 答弁。全体的に不便ですから増便をするということで、具体的に何便増やすとか、

意見書ではそこまで言うものではないし、そのことは理解いただきたいとの答弁でし

た。 

 討論、討論なし。 

 採決。発議第２号、全会一致。したがって、発議第２号 ＪＲ日豊本線「小倉駅～

中津駅間」とＪＲ鹿児島本線「博多駅～小倉駅間」の運行列車の連絡改善及び輸送力

強化に関する意見書（案）については、当委員会は全会一致で可決することに決しま

した。 

 発議第３号、全会一致。したがって、発議第３号 ＪＲ日豊本線「小倉駅～中津駅

間」とＪＲ鹿児島本線「博多駅～小倉駅間」の運行列車の連絡改善及び輸送力強化に
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関する要望書案について、当委員会は全会一致で可決することに決しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（荒牧弘敏君）これから委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）質疑なしと認め、これで質疑を終わります。ありがとうございま

した。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第５、議案第３４号、以上１件を議題とします。 

 予算決算常任委員長の報告を求めます。 

 宮本委員長。 

○予算決算委員長（宮本理一郎君）皆様、おはようございます。予算決算常任委員会か

ら御報告申し上げます。 

 当委員会は、令和６年６月１１日、議会中小会議室において、予算決算常任委員１

０名と副町長以下執行部の皆様の御出席をいただき、午前１０時開会し、午前１０時

５５分に閉会されました。 

 当委員会に付託された案件は、町長から提出された補正予算案１件でございます。 

 当委員会において付託された案件の審査を行い、次のとおり決定いたしましたので、

会議規則第４１条の規定に基づき御報告申し上げます。 

 議案第３４号 上毛町一般会計補正予算（第２号）について、厳しく質疑、答弁を

重ねた結果、反対、賛成討論なく、本案を採決した結果、原案どおり全会一致で可決

いたしました。 

 当委員会に付託された案件の審査内容を一部御報告を申し上げます。 

 最初に総務課長による総括説明が行われ、総括説明に対する質疑はございませんで

した。 

 その後、担当課長の説明の後、質疑を行いました。 

 質疑、答弁の一部を御報告申し上げます。 

 歳出に関して、まず、サテライトオフィス運営支援に関して。 

 質疑。運営支援の内容は。 

 答弁。入居企業の情報交換として定例会を月１回計画しております。 
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 ２、総務管理費の人件費に関して。 

 質疑。人件費の減額が大きいが、その理由は何か。 

 答弁。自己都合による退職１名分と、新規採用職員の配置替えによるものでござい

ます。 

 ３、経営開始資金事業費補助金に関して。 

 質疑。上毛町における新規就農の状況はいかがですか。 

 答弁。今年度は２名で、いずれも上毛町出身の方でございます。 

 ４、町立体育館駐車場照明灯設置工事に関して。 

 質疑。どのような照明設備を計画しているのか。 

 答弁。ＬＥＤ照明灯を駐車場に２個設置を計画しております。 

 質疑。駐車場入り口は暗く、分かりにくく危険である。 

 答弁。今後の状況を見ながら必要に応じて検討しますと。 

 歳入に関しての質疑はございませんでした。 

 以上、予算決算常任委員会からの報告でございます。 

○議長（荒牧弘敏君）委員長の報告が終わりました。 

 これから委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）質疑なしと認め、これで質疑を終わります。ありがとうございま

した。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）これから委員会付託案件の討論、採決を行います。 

 日程第２、議案第３１号 工事請負契約の締結について（西吉富小学校トイレ改修

工事）。 

 これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）私は議案第３１号を反対の立場から討論いたします。 

 トイレの改修工事の必要性は認めますが、落札率は９９.７％で、どの業者も予定価

格を超え、失格した業者はありません。適正な競争原理が働いたのか疑念を感じるの

で、この議案に反対いたします。 
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○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

 宮本議員。 

○６番（宮本理一郎君）この工事に関しては、必要な工事案件であり、必要不可欠な議

案であると思い、特に小学校のトイレ改修ということでありますから、一日も早くす

べきことであると思い、賛成するものであります。 

○議長（荒牧弘敏君）ほかにありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）それでは、討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（荒牧弘敏君）起立多数。したがって、議案第３１号 工事請負契約の締結につ

いて（西吉富小学校トイレ改修工事）は、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第３、議案第３２号 上毛町土地開発公社の解散について。 

 これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第３２号 上毛町土地開発公社の解

散については、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第４、議案第３３号 上毛町税条例の一部を改正する条例に
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ついて。 

 これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第３３号 上毛町税条例の一部を改

正する条例については、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第５、議案第３４号 令和６年度上毛町一般会計補正予算（第

２号）について。 

 これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

 三田議員。 

○９番（三田敏和君）私は、議案第３４号 令和６年度上毛町一般会計補正予算（第２

号）を賛成の立場から討論いたします。 

 令和６年度少年海外体験学習バンコク友好の翼における参加費について、３０名の

応募を上回る４３名の参加申込みに対し、全員意欲的で目的意識もしっかり持ってお

り、教育的配慮の観点から４３名全員を連れていく費用、また、ループアリーナの駐

車場が、夜、暗いための不便さや、利用者の安全性、利便性を向上させるため、照明

器、区画線の設置に係る経費など、住民に寄り添った補正が、即、組み込まれており、

賛成するものです。 

 以上です。 
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○議長（荒牧弘敏君）ほかにありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）これで討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第３４号 令和６年度上毛町一般会

計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第６、議案第３５号 令和６年度上毛町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）について。 

 これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）私は、議案第３５号を反対の立場から討論いたします。 

 今回の補正予算の中にマイナンバーカードと健康保険証の一体化に係る基幹系シス

テム改修委託料１５８万４,０００円の予算計上がされています。 

 厚生労働省は、５月２０日に、健康保険証と一体化した国家公務員とその家族が加

入する国家公務員共済組合のマイナンバー保険証の利用率は５.７３％と公表しまし

た。国は、現行の健康保険証を１２月２日に廃止し、マイナ保険証に一体化する方針

ですが、推進する側の公務員の利用も進んでいないのが実態です。 

 マイナ保険証は、資格確認書の資格確認時のトラブルや、マイナンバーと保険証の

ひもづけミスなどが今も発生しており、現行保険証の廃止を強行すれば、大混乱に陥

ることは十分予想されるので、この議案に反対いたします。 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

 岩花議員。 

○４番（岩花寛之君）私は、議案３５号に賛成の立場から討論いたします。 

 今回のマイナンバーカードと保険証の統合ということで、デメリットを先ほど同僚

議員がされておりましたが、メリットとしては、マイナンバーのひもづけによって診
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療情報、それから薬剤情報、検診情報がひもづけされるということで、万が一意識を

失って搬入されたとしても、マイナンバーカードさえあれば、そういったところが見

られて、安心に診療ができるというふうなところが一つ。 

 それから、よく勘違いされますけれども、ＩＣカードがありますが、あの中には情

報は入っておらず、ＩＣカードと暗証番号をきちんと入れることによって、情報にア

クセスできるということですので、なりすましのリスクが全くゼロになるかというふ

うなことではないですけれども、現状の保険証のように顔写真がないような状態であ

れば、不正利用というのも起こっているというふうな事実もありますし、そういった

ところを防ぐ意味でも、マイナンバーカードと保険証の一体化、それからデジタルに

移行するということは非常にメリットがあることかというふうに思いますので、賛成

の立場で討論いたします。 

 以上です。 

○議長（荒牧弘敏君）ほかにありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）これで討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（荒牧弘敏君）起立多数。したがって、議案第３５号 令和６年度上毛町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第７、発議第２号 ＪＲ日豊本線「小倉駅～中津駅間」とＪ

Ｒ鹿児島本線「博多駅～小倉駅間」の運行列車の連絡改善及び輸送力強化に関する意

見書（案）について。 

 これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 
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○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、発議第２号 ＪＲ日豊本線「小倉駅～中

津駅間」とＪＲ鹿児島本線「博多駅～小倉駅間」の運行列車の連絡改善及び輸送力強

化に関する意見書（案）については、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第８、発議第３号 ＪＲ日豊本線「小倉駅～中津駅間」とＪ

Ｒ鹿児島本線「博多駅～小倉駅間」の運行列車の連絡改善及び輸送力強化に関する要

望書（案）について。 

 これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（荒牧弘敏君）起立多数。したがって、発議第３号 ＪＲ日豊本線「小倉駅～中

津駅間」とＪＲ鹿児島本線「博多駅～小倉駅間」の運行列車の連絡改善及び輸送力強

化に関する要望書（案）については、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第９、議会運営委員会の閉会中の継続審査・調査の申し出に

ついてを議題とします。 

 配付した運営資料のとおり、議会運営委員長から、所掌事務のうち、会議規則第７

５条の規定により、特定事件の調査事項について閉会中の継続審査及び調査としたい
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旨の申出がありました。 

 お諮りします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議はあり

ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉

会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１０、議会広報特別委員会の閉会中の継続審査・調査の申

し出についてを議題とします。 

 配付した運営資料のとおり、議会広報特別委員長から、所管事務のうち会議規則第

７５条の規定により特定事件の調査事項について、閉会中の継続審査及び調査とした

い旨の申出がありました。 

 お諮りします。 

 委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉

会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）以上で本日の日程は全て終了しました。 

 これで会議を閉じます。令和６年第２回上毛町議会定例会を閉会します。皆さん、

お疲れさまでした。 

                           閉会 午前１０時３０分 

 


